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第

八

十

五

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

印

鑑

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

六

年

十

一

月

二

十

二

日
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

印

鑑

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

江

戸

川

区

印

鑑

条

例

（

昭

和

五

十

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

六

条

第

一

号

中

「

、

旧

氏

の

」

を

「

若

し

く

は

旧

氏

の

」

に

改

め

る

。

 

第

九

条

中

「

汚

損

」

を

「

汚

損

し

、

」

に

改

め

る

。

 

第

十

三

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

前

二

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

江

戸

川

区

行

政

手

続

等

に

お

け

る

情

報

通

信

の

技

術

の

利

用

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

六

年

十

二

月

江

戸

川

区

条

例

第

二

十

九

号

）

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

電

子

情

報

処

理

組

織

（

同

項

に

規

定

す

る

電

子

情

報

処

理

組

織

を

い

 

を

使

用

す

る

方

法

に

よ

り

申

請

す

る

と

き

は

、

印

鑑

登

録

証

の

添

付

を

要

し

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

申

請

を

行

つ

た

者

は

、

当

該

申

請

後

に

印

鑑

登

録

証

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
 

第

十

四

条

第

一

号

及

び

第

二

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 

一

 

印

鑑

登

録

証

亡

失

の

届

出

を

し

た

と

き

。

 

 

二

 

印

鑑

登

録

廃

止

の

申

請

を

し

た

と

き

。

 

 

第

十

五

条

中

「

又

は

」

を

「

、

又

は

」

に

改

め

る

。
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

七

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

う
。
） 
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（

説

明

）
 

電

子

情

報

処

理

組

織

を

使

用

す

る

方

法

に

よ

り

印

鑑

の

登

録

の

廃

止

等

を

申

請

す

る

場

合

に

お

い

て

、

印

鑑

登

録

証

の

添

付

を

要

し

な

い

こ

と

と

す

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


